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令和４年度監査（上下水道局）の結果に基づき又は当該監査の結

   果を参考として講じた措置の公表について  

 

令和５年８月２１日付け八監第２１３号により提出した令和４年度監査（上

下水道局）の結果に基づき又は当該監査の結果を参考として講じた措置につい

て，地方自治法第１９９条第１４項の規定により八千代市長から通知がありま

したので，当該通知に係る事項について次のとおり公表します。  
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対象機関 区 分 所見及び措置内容 

上水道課 要望事項 １ 村上地区等における水道水の濁り水の発生に係る対応について 

【所見】 

村上地区等における水道水の濁り水の発生については，八千代市

水道施設再構築基本計画に基づき，令和元年度から継続事業で実施

していた村上給水場の施設改良工事において発生した事案である

が，今後も浄・給水場の統廃合を視野に入れた改良工事等は計画的

に行われることとなっている。 

このことから，村上地区等における水道水の濁り水の発生の原因

究明を行うとともに，今後の浄・給水場における改良工事等を行う

上での再発防止に努められたい。 

 

【措置内容】 

村上地区等における水道水の濁り水の発生に係る対応として，水

張試験における濁り水の原因，準備から実施までの経緯を検証した

結果を基に，今後の浄水場の統廃合における改良工事を行ううえで

の再発防止に向け，工事や試験の際に不測の事態が発生した場合に

も濁り水を発生させない手順を確立するとともに， 万が一の事故発

生の際には， 最小限の被害とするよう対応してまいります。 

 


